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○ 医療計画における医療機関等の具体的な名称記載 (平成23年 2月 1日 現在 )
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北 海 道 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ※ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ O

青 森 ○ 〇 ○ ※ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ 〇 O ○ 〇 O 〇 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ △ ○ O ○ ○ ○ ○ ※

岩 手 ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ O O ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ O ○ ○ ※ ○ ○ 0 ○ ○ △ ○ ○ 0 O O

宮 城 ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O O ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ O ○ O ○ ○ ※ ○ 0 ○ ○

秋 田 ○ ○ ○ ※ ○ O O ○ ○ O O O ○ O ○ ○ O ○ ○ O ○ ○ 0 0 O O 0 0 0 0 ○ 0 ○ O

山 形 ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O O ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O ○ ○ ○ O ○ O ○

福島 △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ O ※ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ O

茨 城 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O O

栃 木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O O ※

群 馬 ○ ○ 〇 ※ ○ ○ ○ ○ O O ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※ O O ○ ○ ※ ○ ○ O ○ O O ※

埼 玉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○

千 葉 ○ ○ ○ 〇 ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※ ○ O ※ ○ ○ ○ O ※ ○ O O ○ ○ △ ○ ○ ○ O ○

東 京 ○ ○ 〇 O ○ O △ ○ ○ ○ ○ ○ O O ○ ○ O △ 0 0

神奈川 ○ ○ ○ ※ ○ O O ○ 〇 ※ O O ○ ○ ○ ○ ※ O ○ 0 ○ ○ △ 0 ○

新潟 ○ ○ ○ ○ ○ O O O ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O O O O ○ O O O O ○ O O ○ ○ O

富 山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ O O O ○ ○ ○ O O O ○ O O

石 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○

福 井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ O ○ ○ △ ○ ○ ※

山 梨 ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ O ○

長野 ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ O ○ ○ △ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ O O ○ O

岐阜 O ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ △ O O ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ △ O ○ O ○

静 岡 〇 ○ ○ ○ O ○ ○ O ○ ○ O ※ O ○ ※ ○ ○ O ○ ○ ○ O ○ O O

愛 知 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O ○ O △ ○ ○ 0 〇

三重 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ O ○ O ※ O ○ O ○ O ○ △ 0 ○ ○
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注1)4疾病・5事業のそれぞれに必要となる医療機能については、「疾病又は事業ごとの医療体制構築に係る指針」(平成19年 7月 20日 医政局指導課長通知)にて例示
注2)○名称が記載、 △名称は記載されていないが医療情報窓口等の連絡先が記載、 ※国の指針に例示のない機能も記載
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滋 賀 ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※ O ○ ○ ※ △ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ O O 0 O O ○

京 都 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ 0 O O ○ O O ○ △ O O

大 阪 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※ O O ※ O O O ○ O 0 O ※ △ ○ O ○ O O O ※

兵 庫 ○ ○ △ ※ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ O ○ O △ ○ ○ ○ ○ △ 0 O △ O O O O ○

奈良 ○ ○ ○ ○ O ○ ○ O ○ O O ○ ○ O O ○ O ○ ○ 0

和歌山 ○ ○ ○ ※ ○ O ○ O O ○ ○ ○ O ○ ○ ○ O ※ ○ ○ O ○ O ○ O O

鳥取 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ O 0 ○ ○ ○ O O ※ O O O O O O O ○ O ○ O

島根 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ O O 0 O ○ ○ O O ○ O 0 0 O ○ 0 ○ O 0 O

岡 山 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ O ※

広島 ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ O 0 O O O △ O O 0

山 口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ※ O ○ ○ 0 O ○ O △ O 0 O O O O O O 0 O

徳島 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ※ ○ ○ ○ O ○ △ ○ 0 O

香 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O O ○ O O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 0 O O O O O

愛媛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O ※ 0 O O 0 O O ○ 0

高知 ○ 〇 ※ ○ ○ ○ ○ O O O O ※ O 0 O O ○ ○ ○ ○

福 岡 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ O 0 ○ ○ O O ○ △ O ○ △ 0

佐 賀 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ O ○ O ○ ※ O O O O ○ ○ ○ ※ ○ O ○ ○ ○ O ○ △ O ○ O O ○ 0

長 崎 ○ ※ ○ ○ O ○ ※ O ○ O O O O ※ O O ○ ○ O

熊本 〇 ○ ○ ○ △ ○ ○ 0 ○ O ○ ○ 0 ○ △ ○ O

大 分 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ O O O ○ O ○ O ○ ○ △ O 0 0 ○

宮 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O O ○ O O O

鹿児島 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O O O ※ ○ ○ ○ △ ○ 0 0

'中

糸亀 ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ O O ○ ○ O ※ O 0 ○ ※ O O O O O O ○ ○ O 0 0 ○ 0
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注1)4疾病・5事業のそれぞれに必要となる医療機能については、「疾病又は事業ごとの医療体制構築に係る指針」(平成19年 7月 20日 医政局指導課長通知)にて例示
注2)○ 名称が記載、 △名称は記載されていないが医療情報窓口等の連絡先が記載、 ※国の指針に例示のない機能も記載



地域医療サービス提供マップ作成支援研究(研究要旨)
研究戻旨

地域医療サービス提供マップ作成支援研究

【研究要旨】 ,

: 目的

平成20年 4月 より、各都道府県には「新たな医療計画」の作成が義務付けられている.このな

かで、病床規制といった医療資源の適正化が主目的に掲げられていた従来の地域医療計画を見直

し、住民の医療ニーズに合わせた地域における体系的な医療提供体制を整備するために、医療関

係施設『1の機能分化や機能連携の確保を目的とすることが予定されている。さらに、「新たな医療

計画」において、関連項目に関する数値目標を創設することが要求されている.

これをうけて、本研究事業では、「患者調査」にDPC(Diagnosis Procedure Combination)コ

ードをリンクしたデータベースを活J‖ した上で、対象地域における主要医療施設の受療患者数と

地域内におけるシェアを網級的に集計し、医療施設の機能分化の実態を可視化する作業を行つた。

得られた分析4ji果をもって、今後、医療計画を適りに作成していくための基礎資料とすることを

目的とする。

け 方法

東京医F・I歯科大学大学院伏児,″秀准教授より、「患者調査」の中 にDPCコー ドをリン

クさせて構築した FDPC地域患者データベース』から集計表をご提供いただき、それをり‖いて分

析を行つた。rDPC地域患者データベース』では、すべてのデータにDPCコ∵ドが付されている。

DPCは、臨床的に馴染み深い疾病分類であり、これを用いて、4疾

"の

分類や、MDC(MaiOr

Dlogno.sttc CategoryDといったほぼ診療科目と一致した分FJtに ケースを分けることができる。

ご提供いただいた集言卜表は、i子森県、埼玉県、静岡県、鳥1皮果における下記表の 3つの内容の

ものであり、それぞれ図表を作成した。下記表内のすべての集1:}について、図表を
'L図

上に比lり

付けて、地]!的な祝点も加えて可視化を試みた。

● 集計表 ● ● 集計表から読み取れる内容 ●

① 4疾病ごとの患者の受療行動について

(試験的に正常分娩の妊姉と小児患者の受療

行動も集計した)

② 4疾病ごとにみた

県の主要医療施設について

③ 各二次医療圏の主要医療施設で

提供されているサービス内容について

各二次医療圏に住む患者が、どの二次医療圏

にある医療施設で受療しているのかについて、

4疾病ごとに可視化する.

4疾病ごとに、各県でどの医療施設が最も多

くの患者を診ているのか可視化する.

各二次医療圏の主要医療施設をあげ、そこで

どのようなサービスが提Jtされているか、MDC

を用い可視化し、医療施設の機能分化の程度を

みる。

一-291-―



‖ 結果

 ヽ 医療施設の機能分化を可視化する作業により得られた結果の概要は以下の通りである。

(1)患者の受療行動

①  「手術を必要とす轟か否かにより、患者の受療行動が異なるJ

全体的に、手術を必要とする場合は、都市部の医療囲にある医療施設に患者が受綴する

様予がうかがえた。一方、手術を必要としない場合は二次医療圏を越えた患者の移動は滅

り、自宅に近い医療施設で受療する傾向がうかがえた。また、この傾向は在院期間が長く

なるほど強くなることも見受けられた。

② 『隣接する県の医療資源が豊富な場合、患者の流出傾向がある」

隣接する県で医療資源が多くある場合、県廃機 えた患者の移動が家 見ら1回L

③ 県ごとの特徴

二次医療圏内に受療範囲がほぼ限定されている県 Cg´鳥取県)も あれば、非都市部から都

市部への患者の流出の著しい県はg.埼玉県)も ある。

(2)疾病ごとの県の主要医療施設           
´

⑪  「疾病の緊急性および専門性により、医療機能の集約度合いが異なる」

脳卒中のように緊急な治療 (診療)を必要とする疾病では、近隣の医療施設での対応が

必要となるため、いくつかの医療施設に少数名ずつ患者が受療している状況がうかが大.た。

一方、がんのように治療を待つことのできる疾病においては、数箇所の医療施設に患者が

集中す
・
る傾向が見られた。  ,

②  「県の人口規模により集約の程度が異なる」        、

各病院のシエアで医療Itt能の集約度を測つた場合、人口規模の小さい県のほうが集約化が達

成されやすい傾向があることがわかった。これは、病院の規模には限界があり、人口規模が大きい

場合、複数の病院で患者を診ざるを得なくなるためと考えらM.

(3)各二次医療圏の主要医療施設で提供されているサービス内容

①  「都市部と非都市部により、各医療施設が提供するサービス内容が異なる」

都市部では、複数の診療科を有する大規模な病院がいくつも所在しているため、多くの

病院で多種多様なサービスが提供され、いくつかの医療圏を除くと、医療施設の機能分化

が鮮明なケースは少ない。一方、非都市部の医療圏では、特殊性や専門性の高い医療につ
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いてはあまり対応されていない様子がうかがえた。

②  「都市部と非都市部により、医療施設間の機能分化の様相が異なる」

医療施設間の機能分化は、各医療圏によって様相が異なるが、非都市部では、医師の総

数が少ないため、必要な診療科の専門医がいればそこで受療するといった形で、都市部に

比べて必然的に機能分化がなされている。ただし、非都市部でも、近接したいくつかの医

療施設で、同一診療科のサービスをそれぞれ少数名ずつの患者に提供しているケースが見

られ、集約化の余地があることがうかがえた。   _

(4)医療施設の連携の把握

患者調査で把握できる情報の範囲で、各県における医療施設の連携状況について把握す

ることを試みた。現在の抽出調査を悉皆調査に拡大し、十分なサンプルを確保さえできれ

ば、傷病ごとに入院前の場所、退院後の行き先を集計することで1各県における連携状況

をある程度把握できることが分かつた。

Ⅳ 考察

分析の結果を疾病特性と地域特性の 2つの切り日からまとめる。

(1)疾病特性

疾病特性としては、緊急性と専門性の 2つの観点から、それぞれの疾病に対応した医療提供

体制について、いくつか特徴を挙げることができる。これにより緊急性を要する疾病に関して

はより近くの医療施設で、専門性を要する疾病に関しては機能が集約化された医療施設で、と

いうような対応をイメージすることができる.

(2)地域特性              .
地域特性としては、都市部と非都市部における医療提供体制の違いについて、特徴を挙げる

ことができる.都市部では、複数の診療科を有す大規模な病院がいくつも所在しているため、

多くの病院で多種多様なサービスが提供され、いくつかの医療圏を除くと、医療施設の機能分

化が鮮明なケースは少ない。非都市部では医療資源も少なく、ある程度必然的に医療施設の機

能分化が進みやすい状況にあることが読み取れる。

わが国には、既に多くの数の医療施設や病床が設置されており、医療施設の機能分化や連携

体制を目指した医療計画を新たに作成することは、自地に絵を描くこととは大きく異なる。疾

病ごとの特性を提え、地域における各医療施設がどのような強みを持っているのか、データに

より現状を把握することが、有効な医療計画を作成するために重要であるだろう。
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図表 5-37 埼li県 脳卒中 【手術 :有 在院[1数 :ALL】

く集計結果サンプル1>
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図表 5-39
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く集計響F果サンプル 2>
疾麻剛1にみた県内の主要医療施設

図表 6‐ 13:疾病別にみた県内の主要医療施設
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<集計結果サンプル3>
二次医療鴎内の医療施設の機fた分1ヒの状況

図表 7-29:二次医療圏内の医療施設の機能分化の状況
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地域医療連携体制の構築と評価に関する研究(研究要旨)

地域医療連携体制の構築と評価に関する研究

・分担事業者
｀

悪 上  博 文 (山□県宇部環境保健所長)    、

O 事業協力者 : 構築評価グループ (池田和功 (大阪府堺市北保健センター所長)、 悪上博文 (出

□県宇部環境保健所長)、

~豊
田誠 (高矢0県高知市保健所地域保健課長)、 1中示1艮正 (沖撃じ県中央保健

所長)、 日高良雄 (宮崎県延岡保健所長))、 事例追跡グループ (恕上博文 (出□県宇3BI票境保健所長)、

小谷尚克 (福島県南会津保健所長)、 徳本史郎 (大阪府寝屋川保健所地域保健課長)、 Ш田敬子 (出

形県村Ш保健所医務主幹)、 Ш中朋子 (青森県弘前保健所長))、 助言者 :(岡紳雨 (出□県健康福祉

部地域医療推進室次長)、 、武田康久 (厚生労働医政局省医師確保等地域医療対策室長))

o 要  旨 : 地域医療連携体制構築に向けた保健所の企画・調楽機能の強化に資するため、全

国保l「_P~rの取組状況及び先進事Jl」とともに、これまでの現地調査 27事例 (追跡事lnJ)に 関するア

ンケー ト調査を実施し、この中の 16事例 (8先進事例及び 8追跡事例)を現l也調査した結果につい

て、医療制度改革への対応、医療連携体制の評価、維持期以降の保健所の関5等の視点から検言」し、

保健P~Fによる医療連携体制の構築 ‐評価、維持期以降の関与等のパイントを一定明らかにできた。

A。 目 的

刷 6口郷樹明)構築における保

囀 啜。調圏こλて |よ 田四捜の 製朔医

療連携体H醐穏剰こ関する研究Jで■定明らかにさ

れたもm今 後の課題とじこ 連携体制構築の評

孤 摯麟 鵬 Ю    =裁 ヽ本曜

は 嚇 膿敗摯》瘍讀ある3計画 1構想等 (r制

度改革Dの施行年度に当たり、これに文1応した保
,

¨ 各方面から注目されている。

この触 連携体制構築に向けた保健所の企画及

び調整機能の強化に資するべ<、 全国保健所の取組

状況及び先進事例とともは これまでの現地調査27

事例 師 例)に関げるアンケート調査を実施し、

この中の16事例 0策漣事例及び8週駆動

"を
現

地調査した結果について、制度改革への対応t連携

体制の評価k維持期以降の関5知 ら検討し、

・保健所による連携体制の構築・評価、維持期以降の

関与等のポイントを明らかする。

所 (県型調よ 市型105及び区型20にアンケ

ート調査を実施 (回答数479か所、回答率92跳

螺型咀 鏃 市型87.犠及び遼型鮨 璃

",こ硼皓9R I幽″ スヽ醐 中・運用中63事例

σ 保麟ゆ ■OJ懐撻″ しじJu創用中。

運用中34事lFl“悧囲つ、計餌顎例 ∝ 保

健所)の現t也調査候補事例を把握した。地域連

多ワヽスリリ%呪測旧内腔X■共 ¨ 日調畦

域1リハビリテーシヨンシステ劇こ関連する目弧

がんのだ颯よ 在宅緩和ケアシステ劇こ関げる

取組である。

(2)4          例現地調査

制目改革への対応、連携体制の評価、維持期

以降の関与を把握するため、上記候補から電話.

調査等で8事JIJ(内訳:がん1、 脳卒中3及び糖

尿病41を現地調麿夢例に選定した。現地調査の

項目は ①連携体制の目的にC保囲脈鋼鯉弘

C現状調象 C体制づくり、C運携の仕組、⑥

市町村等との連携へC制度改革への対応 ③連

B.方 法                   肺 l10言Ⅷ腱契ある.

1 1簡輌 ループ             2 馴囲圏取ブループ

(1)4疾病地域輌 ンケート調査      (1)地域医療連携先進事例追跡アンケート調査

保健所の取組状況及び現地調査候補事例alE    追跡事例の取組状況及び現地調査候補事例を

握するため、平成20年7月に全国517保健  
‐
 把握するためt平成20年 8月に平成18年度及
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び平成19年度の現地搬蛮27事例にアンケート

譴 郷 菰 G請 判 笙 峡 簿 92∽ .

0)           ¨

制度改革への対は 連携体制の評価及び維持
´

期以降の関与を把握するため、電話調査等で 8

事例 0撮しがん 1、 脳卒中1、 脳卒中。大腿

骨頸部骨折1、 急性晦 1ヽ 糖尿病1、 災害

医療 1、 /J帳激鬼医療1動 医療1)を現

呻 ]に選定し,し ]馴鰤鍵α項目|よ 構

築評価グルニプのものに力0児ζ 保健所が継続

的に関事する又は関与を始めることに関する

餅 龍 篠 雲 α 嶽 餅 凱 団 ほ 0
期待等である。

C_ 策澤翼及に耀究繋

1                   ,

ま可R4疾諄ユ漱助蛭鶏ツ スヽに関する割国際健

い をな 試躍障卜運用中の保餞所

は57か所で¨ 11.吹 協議嘲ま168か

所で∝‖な 1釧計231か所で42である。

。 次に、57か諏つ議鯛中・運用中の

“

事例を開

妊詢驀奢謝こあぼ費魚 医際縮應記解利菊違豪就瀬繭虹し

た平成18葺黎以降が
"馨

倒に颯 1憔 甦 疾病

別にみると』鬱寝物ゴ47事例で私 銘を占めてい

るな生平成19年7月り 1朦麟驚謝歓』「疾

団 護 業 安 9蜘 巳 て α押 判 涯

凛体制は優先        」に対し、保健所

が■定対応している状況にある。

そして 中ヽ lChいても、当初は地域

保健又|        して着手する中、制度

餃 契機にして、国鷹諏朝烈部調議鋒計画に

位置づけられ 当該計画の融 取組¨

馳 整備が図られ裁 上記通知の
―

は事業ごとの輸 」構築に係る指針」等に対し

ても、保い 応じ「Qヽる状況麟 る。

これを疾病別にみると 脳卒中 (劉匡劃 1解健

所・岡出鰤 の番到Dで よ 脳

…

程

度に応じ、       日早颯こ搬送てきるよ

う、メディカルコントロー′し協議会と連携しなが
・

ら、ワイドトリアージ及びストロークバイバスの

詢 救懃歯危協ヱ滋難煙の磁 ど、病院前

を拡大している」詢は 糖尿病

∈所}|1原鰤 。来引剰顎卜 覇潔 1剰顧斤・北

部保鮨所の鬱封動 で|よ 特定健診による要医療

者等に対し、日本糖尿病学会の診療ガイドライン

に墓つき、標準的な診療を実施す赫 力医の

登録制度創般及びυ笏戴ν叡 をはじめとする保

健・
―

硼

…
・

2-り 諭

試 糖尿房割こおいて、連携体市」の構築が奏

効げるまdこ|よ 少な<ともい ることか

ら、その議が輔師唯型曜綱勢悩要瞳 る。現地

申 、-1の 拡大・出 畔

加自師猟 参圏輝駿応に移加職員楓 憚朔 棚

の利¨ アウトブツト C圏断筆D指標

が設定・活用されていることから、「医療体制構築

指針Jに例示するストラクチャ■日駄″プロセス

鞭 ウトカム指標に加えて、アウトブット

指標を設定する義 きた (板周区保健

所 0岡出師 ・須周剰銅卜 労G塚腱所。1卿

保健所。砺波厚生センタつ o

次に、連携悴制を審口酬鋼 るためには

悪者登録制度を整備し
‐
α その医療費等アウトカ

ムのデータを収集・分析し、未利用唐と比較検討

・することが望まししヽ 一贅

`刷
翻餃泳準を■定期

間腱保する旭漑こ1よ デL夕の収集・入力・骨析

をぼう人員・予算の確保畿調耐輔

“

燿葬力麗曖

となるもは い によっ巧は .厳しい

行財政改革DC執 不瞬撻眈嵯加に伴つて、近い将

来 嚇 虹湘調ガ魅関になることも懸念され

た 噺 |1朦駐センター・希頌課圏卿嗜昌

"0そして、研価データを収集するためにはk連携

体制の構築メリツトを継続的に提示することな

どにより、データ提供機関のモチベーシヨンの維

持を図ることがあ要になるものの、現地調査事例

によつでよ デL夕提供機関の書類作成業務が増

メ再減〕中、酬髄脹期ヒにブ蟻翼異動晨議卦日僕つて

データ収集体制の維持が困難になることも懸念

された 価洸薄駐センターの動 D・

以上から、①目難姉雌 °網Jに関するア
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ゥトブット指際薔飯壺嗜とともに、②調跛繹ダ

_及び構築メリツトと所要の人員及び予算とのFo5

に適切なパランスを維持することの重要性に加

ぇ、c漣競体制D副価に必要趨圏域単位の各種指

標を効果的・効率的躙 できる体制妻臓の在り

た商婦霜藝として鋼闘事できな

3 ¨ 風詳ヨ   。          
・

現地調査追跡亭例における保健所の関与状況

〔よ          因競ミ・医調機関

主悧コ爾乱/Cb｀るもの(       、②

墜鰹続・拡充図 いるもの

(大船渡保健所。砺波厚生センタ~・ 檄 傷欄詞予・

新サ|1厚生センターの群到

"、

・0医師会・医療機

関主体の連携体制に保健所が関与を開始してい

るもの (親 |1厚生センター・福山地域保健所。岐

軍市保国所醐酵到動 に攀 ことができた。

そυ澤鼎5のノ受夢をa曜疑ム 協議会の事務局剰ま

委員としての関自分犠も多かつたがt構築した連

携困団6嘘調を中いとし爾 |よ 医師餞い鵬

,I導妻注術暁銃Fじく 僣醍鋤臥 U斑額扱び

スタッフに対する普及 啓ヽ発のほか、人材育成の

た越疸潮龍殉呪譴ユ より広撼醸庵憲鰹嚢建彙 i零5
の内容が変化している。

「その関与のポイントをみみ虫 ①には 連携体

市撻営の自立に向けて、降 とし′て運

営に参加し、必要に応じ、支援できる間含しヽで関

与することである,②に1よ 保健所内で担当者の

人事異動があつても、輸 嚇 Jヽしないよゑ

関       らの帥 役害Jに関する共有、

関係者との顔の見える人間関東所鬱熟 構築成果

の継続          係者のモチベーシ

ヨンを維持できるよう関与することである。Cで
｀

1よ 医師会・医療機関主体の連携体制に公共性を

付写するとともに、保囲彙秘州L公馨

地域住民への普及・啓発等によつて、連携体制の

運用圏域の広な 動 い、の参加機関の増

力ょ連携体制の利用酬 雌 体からの

要請の趣旨を実現できるよう関与することである.

・ こうし̈ 脚 ポイントについて(よ

チェック票を作成するこ雛 でた。

4市醐 制 制 剛

17掲置締 C58園日D及び∞中核市C39保健

爾 餞 割健郭詳諏D県庁爾確訓鬱事の軸 ら

構燃 社 鉄 □の畿 跳(平成 17年 10月)及び

…

321%(平成18年 10月凝爵驚してしヽ

るが、地域連携バス等の試用中・運用螂

国謝ょ県型脚 70か所(119Zゆ 1鐵い ると、

4か所

“

鋤 と大幅に低くなつ翅いる。これ|よ

岬 構築ガk医弱覗軍宝畷藪蓼訳D靴 して

法定されていることによると思われるもの戯 平

成19年 7月厚生労働省織陽課長通知『:懸調回

硼怖応工湘簑におけ      についてJ

でよ 県型1緋 とも

―

も、その

役割に関する圏意事項を定めているむ

何よりも、既迪の性ほ・規模・機能の人□・病

岬 る市饉婿豪銅職■ ―撻
`X幕

眼蘇観謁事

機 さ趨膨nlょ 県型園圏輛りがでは 当該市

ての目郷村蒔曇郭溶易コ劃島Ilとから、雛

事例に関する現地調査によつξ その役割及d謁

うについてt具体的に検討することがt今後の重

要築誨褒潔貴熙識したし

D。 高 翼 崩 勧 掴

―

こ伴う 3剖画 1構想等の施行年度

等に当たり、制申 は 連携体制鰤

m― ら現地調幹 検

討し起膠餞 保健所による連携体制の構築・評価ヘ

の熱 、維持期以降の関与等のポイント等を■定明

らかにすることができた。 ｀

今後|よ 織 課題とさ

進渉管理り国ウ訳 ②哺型I剰富彙房導和飢薙驀ト

段斐入

-1ヱ

整瞬報蓄所せ
=σ
壊整陽賽野こ■んヽ

て、           調査を継続しなが独

医療連携体制構築に関する保健所の企画・調整のポ

イントを目こ検討していきたい。

E。 ヂ繊支    ・

た もにない.
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4疾病地域医療連携アンケート調査の概要
1_目 的

.保健所の取組状況及び現地調査候補事例のIEE
仲                         

ヽ

平成20T7月

中

全国517保健所 (県型389、 市型10啄k丸型陛3)

―

        '

郵送法によるアンケ
ニ ト調査     。     ・ ‐  ・

5 回答数・率

479保健所 02.鋭 :県93.鑑、市8■ 銘及び図通 璃)

6 キな頂日

○ 連携パスの取組 :①対象疾病、②進行段階   =
○ 連携バス以外の取組tC取組年ほ C対象疾病、③連携部イ虫

④連携内容、⑤進行段階、◎医療機関の参力R⑦保健所の取組

○ 地域連携パスの取組             
・

0 細 割の保健所が取組んでいる。

` 平成18年度以降の事例が∞事仮」中59事例(937%).
。 国暉lTjのうち脳卒中ド墨例(72,9%)。   

′

○ 地域連携バス以外の取組
・ 約2割の保健所が取組んでいる。
・ がんの事例の大半は、在宅緩利ケアシステムの関連e

、・ 脳卒中の事例|よ 地域リハビリテーシヨンシステム、脳卒中

情報システム及び救急搬送システムの関連.

・ 糖尿病の事例は、特定碑診・特定保健指導に関連するもの。

① 設置主体別の保健所の取組
県型保健所の19.%に比べ、市型保健所1劇13°/2低い。

8 総 活

〇 地域連携バス運用等地域医療連携体制構築に一定関与している.

○ 市型保健所の役害」や関与に関する検討は重要課題である。
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4疾病地域医療連携先進事伊」現地調査の概要

1 日 的       .
医療市」度改革への対応、連携体制の評価・維持期以降の関ラの把握

2・ 時 期

平成20年10月～12月
`

3 対 象

先進事例を有する8保健所 (県型α 市型1及び区型 1)

4 キた項日

①帥 制の目甑 ②保健所の役害j、 ③現状調itt C体制づくり、

⑤仕組、⑥市田村等との連携t①制度酵 への対忠 C体制の評価
5 執 繰             ‐

°
尚削  5t躙蛛ヽ
ど、病院前救護まで連携範囲を拡大している。

悸健曜農嘉零]ヒ霧電種IL要医療凱、
・
診療ガイドラインに

即し、標準的な診療を実施する診帥 医の登録制度創設及び

ともに、重要性を認識できた。
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構築評価グループによる先進事例現地調査事lJll

l 乳がん地域連携支援パス作成事業 (東京都板僑区保DJF)

2 脳卒中医療連携推進事業 (東京都多摩立川保腱所)

3 脳卒中地域医療連携システム構築 L急性期医療充実強イヒ事業 (岡

出県岡出保健所)

4 高幡チヤートによる地域リハビリテーシヨン (1選卒中)医療連携
推進 (高測県須崎保健所)・

・                ・

5 糖尿病保健医療連携支援シ赫 染事業(胃森県五P~JFl‖ 原保健所)

6 糖尿病予随対策協力医登録事業 (鳥取県米子保健所)

7 特定健診から始まる糖尿病医療連携体制構築(福岡県筑紫保健P~D

8 糖尿病地域医療連携バス事業 (沖縄県北部保健F~D
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地域医療連携先進事例追跡アンケート調査

1 目 的

維持期以降の関与状況及び現地調査候補事例の把握

2時 期

平成20年8月

3 対 象                      .
平成18年度・平成1暉度の現地調査舞事輌」艦 中保健所を除<.)

4 方  )去  .
郵送法によるアンケー ト調査    

・
   .

5 キか廼日

£靭ギ緊騎罰璧鑑 験な魏認鑽
⑦働 事業・地域への波及 _
6 回答数・ 集計刺象

25事例 026%)のうち、軸 麟 健所の未関与を除<23事例 .

7 キた結実         .
O 保健所の関与は、ハ回合事例のうち23事例、その内訳は継続が

20事例及び開始溶導 例(主な内容は、
・
協議会の事務局、移設後は

一委員として関与、普及・啓発、研1多会及び症例検討会 .

○ 事業の実施状況は、未関与辱 例を除く22回答事例のうち、継続

が8事例及び終了が14事例、以下の回答事例は未関与2事例を除<.

〇 医療計画への記載は、21回答事例のうち15事例、更に評価指標
、までのものは、そのうち了事例。

○ 目標の達成ぃ、21回合事例のうち20事例t

O 連携体制の拡大は、16回答事例のうち14事例。

○ 制度改革対応による見直しの必要|よ 18回答事例のうち7事例.

8 総 括

○ 保健所の関与は、ほとんどの事例で継続又|ま開始しており、.維

持期以降になると、その内容は、普及 `啓発、研修会等が中心に

なるなど、連携体制構築の進行段階に応じ、変化している。

○ 制度改革による見直しは、.約娼Jの事例で必要になっている。
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平成18年度先進事例現地調査16事例
が ん 在宅緩和ケア推進 宮城県llL南 保健所

脳卒中 . 地域連携バスの作成・普及
日森県青森保健所

島根県出雲保健所

救急医療 救急体制の機能強化 宮崎県高鍋保健所

災害医療
保健医療 リスク官理システムの構築 岩手県大船渡保健所

大規模災害医療救置体制の構築 長野県飯田保健所

局崖期医療 産科医療体制の再構築 長野県飯田保健所

小児医療

初期救急医療体制のための医師確保 愛知県岡崎市保健所

初期腋急センターの整備 大阪府豊中保健所

救急医療体制の整備 福岡県八女保健所

榊 医療
精神科地域連携バスの運用

=出
県助政厚生センター

長期入院患者の退院促進 島根県出雲保健所

医療安全 医療相談対応能力の強化 茨城県つくば保腱所

医師確保 医師不足に対する対応 宮城県仙南保健所

病床調整 二次騒 圏域内の病床調整
兵庫県龍野保健所

広島県福山地域保健所

平成19年度先進事例現地調査12事例

注 :網掛は、保健所の関与事例。

が  ん

篠宅緩和ケアの地域連携バスの運用 福島県県北保腱福al事務所

覆宅緩和ケアの地域連携バスの運用 中川医院(富Ш県下新川郡)

在宅緩和ケアの医醐 体制の整備 広島県福山地域保健所

.脳 卒 中

地駆 携バスの構築 富Ш県新
'|1厚

生センター

地域リハピリテーシヨンの推進 大阪府豊中保n~JF

地域連携バスの運用 大田記念病院拡 島県福山市)

心筋檀塞

急醐 患者搬送連携システムの運営 東京都多摩立川保腱所

急1生期救急搬送システムの運営 東京都CCU・ 東京都

統一地域連携ノヽスの運用 岐阜県岐阜市医師会

糖 尿 病

統‐地域連携バスの運用 Ш形県酒田市医師貪

循環型地域連携バス(わかしおネット) 千葉県立東金病院

患者管理システム・患者家族会 島根県松江保障所 も
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地域医療連携先進事例追跡現地調査の概要
。

1 目 的

制度改革への対応、連携体制の評価及び維持期以降の関与のIE握

2 時 期

平成20年11月～12月

3 対 象・

追跡事例を有する8保健所 (県型7及び市型1)

4 キな頂日                     ・

構築評価グループの項目に力0え、関与している①経緯、②意義、

③関与できている要因、④関与上の課題、⑨保健所への期待等.

5 キた結果

○ 連携体制の評価
・ 厳しい行財政改革の中、利用者の増加0に伴つて、近い将来、

患者登録制度による客観的な評価体制の維持が困難になること

も懸念されている (綿 |1厚生センター・松江保健所).

○ 連携体制の評価
・ 連携体制の構築メリットを継続的に提示することなどにより、

データ提供機関のモチベーションの維持を図つているものの、

データ提供機関の書類作成業務が増大する中、取組の長期化に

人事異動等も相侯つて、データ収集体制の維持が困難になるこ

とも懸念されている (砺波厚生センター).
″○ 維持期以降の保健所の関与

連携体制の構築期は、当該体制の企画・調整、維持期以降には、

連携体制の自立に向けて、相談・助言、連携体制の評価、保健師
による調整、情報の収集.0整理が、期待されている (八女保健所

新川厚生センター)。

○ 市町村との協働               ・

7驚課程認八製璧製鋼評詠
定を提案する俯轍者として協働している(松江保健所).
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〇 医療機関主体の連携体制への関与の開始｀
・ 保健所は、医療監視機関として警戒されていたため、暫く付
、かず離れずの間含いで関5し、医師会の取組に発展した0寺機で

声掛1す し、医師会との協働体制を整備した(新川厚生センター).

・ 保健所の関与の目的は、医療連携体制の整備を図であるが、
相手方は、参力0機関の拡大である (福山地域保健所).

6 総 IIA‐ .          ,
○ 連携体制の拡大・縮小に関するアウトプント掲標を設定すると
ともに、評価水準や構築メリットとP~f要の人員・予算との間に適
切なバランスを確保 0維持することの重要性を認識てきた。

○ 保健所に期待される役割は、関係機関によつて、また、進行段
階によって異なつて<ることから、保健所に1よ こうした多様な
期待に柔軟に対応することが必要である。

事例追跡グループによる現地調査8事例

小児救急医療連携体制運営への支援(福岡県八女保帥

分類2 保構所キ体の医療揮書体制参継続・拡充lノdハるもの
② 』図卒中。大腿骨頸部骨折地域医療連携バスの運用(富出県新川厚
生センター)

◎ 安来能義地域の糖尿病地域医療連携体制構築(島根県松江保健

"④ 保健医療リスクマネジメントシステム構築皓手県大船渡保健F~D

⑤ 精神科地域医療連携バスの運用 (富出県砺波厚生センタニ
)

分類3 医師会・医療機関主体の医療種繊体制に保健所が関与を開始
t夕a′ るヽもの

⑥ 在宅終末期医療地域連携バスの運用拡大(富出県新川厚生センタ)

⑦ 脳卒中地域連携バスの運用拡大(広島県福出地域保師
① 急1由ふ筋梗塞地域連携バスの運用拡大(岐阜県岐阜市保健P~Fl

―-307-一




